
平成 30 年 7 月 9 日 

各 位 

会社名   ピープル株式会社 

代表者名   取締役兼代表執行役 小暮 雅子 

（東証 JASDAQ  コード番号  7865 ） 

問合せ先   IR 担当          飛田留美子           

（TEL．03－3862－2768 ） 

剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ 

当社は、取締役会の決議によって会社法第 454 条第 5項に定める剰余金の配当（以下、「中間

配当」という。）ができる旨を定款に定めておりますが、下記の通り平成 30 年 7 月 20 日を基準

日とする中間配当については実施しないことといたしましたので、お知らせいたします。 

1. 配当の内容 

 決定額 
直近の配当予想 

（平成 30 年 6 月 1 日公表）

前期実績 

（平成30年 1月期第2四半期）

基準日 平成 30 年 7 月 20 日 同左 平成 29 年 7 月 20 日 

1 株当たり配当金 0 円 00 銭 未定 0 円 00 銭 

配当金総額 - - - 

効力発生日 - - - 

配当原資 - - - 

2. 中間配当見送りの理由 

当社は配当につきましては、当社基本方針である業績連動に則り確定いたしており、季節変動の激

しい玩具業界にあることから上半期までの業績で配当を決定できる状況にはなく、当期も中間配

当の実施は行わないこととさせていただきました。

なお、平成 31 年 1 月 20 日を基準日とする期末配当予想につきましては、年末商戦の状況と

当期業績の推移等を勘案した上で決定いたしたく、引き続き未定とさせていただき、決定次第速

やかに開示いたします。

以上 


